
学校法人会計基準
（資産の評価）
第七条 資産の評価は、取得価額をもつてするものとする。ただし、当該資産の取得のた

めに通常要する価額と比較して著しく低い価額で取得した資産又は贈与された資産の
評価は、取得又は贈与の時における当該資産の取得のために通常要する価額をもつて
するものとする。

旧学校法人会計基準
（資産の評価）
第二十五条 資産の評価は、取得価額をもつてするものとする。ただし、当該資産

の取得のために通常要する価額と比較して著しく低い価額で取得した資産又は
贈与された資産の評価は、取得又は贈与の時における当該資産の取得のために
通常要する価額をもつてするものとする。


